
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
山
梨
県
社
会
福
祉
村
と
総
称
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
七

○
土
地
収
用
事
業
の
認
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
七

○
道
路
の
区
域
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
八

○
廃
川
敷
地
等
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
九

○
河
川
区
域
の
指
定
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
九

○
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
売
り
さ
ば
き
場
所
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
九

公
　
　
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
九

○
指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知
（
六
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
〇

○
指
定
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
四

人
事
委
員
会

○
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
五

○
山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
五

公
安
委
員
会

○
山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
五

○
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
八

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
九
十
九
号

山
梨
県
社
会
福
祉
村
と
総
称
す
る
件
（
昭
和
五
十
一
年
山
梨
県
告
示
第
三
百
四
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

十
を
十
一
と
し
、
四
か
ら
九
ま
で
を
五
か
ら
十
ま
で
と
し
、
三
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

四
　
山
梨
県
立
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
成
人
寮

山
梨
県
告
示
第
百
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
収
用
事
業
の
認
定
を
し
た
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
起
業
者
の
名
称

甲
州
市

二
　
事
業
の
種
類

甲
州
市
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
建
設
事
業

三
　
起
業
地

１
　
収
用
の
部
分
　
甲
州
市
塩
山
熊
野
字
八
反
田
地
内

２
　
使
用
の
部
分
　
な
し

四
　
事
業
を
認
定
し
た
理
由

１
　
法
第
二
十
条
第
一
号
要
件

甲
州
市
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
建
設
事
業
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。）
は
、
学
校
給
食
法

（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
義
務
教
育
諸
学
校
の
設
置
者

で
あ
る
起
業
者
が
学
校
給
食
を
実
施
す
る
た
め
の
施
設
と
し
て
整
備
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
第
三

条
第
三
十
一
号
に
掲
げ
る
「
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
直
接
そ
の
事
務
又
は
事
業
の
用
に
供
す

る
施
設
」
に
該
当
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

２
　
法
第
二
十
条
第
二
号
要
件

起
業
者
は
、
本
件
事
業
の
実
施
に
当
た
り
、
既
に
必
要
な
予
算
措
置
を
講
じ
て
お
り
、
本
件
事

業
を
遂
行
す
る
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

３
　
法
第
二
十
条
第
三
号
要
件

（一）

申
請
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益

起
業
者
は
、
平
成
十
七
年
十
一
月
に
塩
山
市
、
勝
沼
町
及
び
大
和
村
の
三
市
町
村
の
合
併
に

よ
り
発
足
し
現
在
に
至
っ
て
お
り
、
市
内
に
は
十
八
の
小
中
学
校
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
学
校

給
食
に
つ
い
て
は
、
五
箇
所
の
共
同
調
理
場
及
び
五
校
の
単
独
調
理
場
に
お
い
て
調
理
し
、
市

内
全
て
の
小
中
学
校
の
児
童
、
生
徒
及
び
教
職
員
に
給
食
し
て
い
る
。

学
校
給
食
施
設
の
衛
生
管
理
に
つ
い
て
は
、
平
成
八
年
の
腸
管
出
血
性
大
腸
菌
Ｏ
一
五
七
に

よ
る
大
規
模
な
食
中
毒
の
発
生
を
契
機
に
、
文
部
科
学
省
が
平
成
九
年
四
月
に
「
学
校
給
食
衛

生
管
理
の
基
準
」
を
制
定
し
、
そ
の
後
、
平
成
二
十
一
年
四
月
に
改
正
施
行
さ
れ
た
学
校
給
食

法
で
「
学
校
給
食
衛
生
管
理
基
準
」
が
定
め
ら
れ
、
調
理
場
内
に
お
け
る
二
次
汚
染
防
止
の
観

点
か
ら
汚
染
作
業
区
域
、
非
汚
染
作
業
区
域
及
び
そ
の
他
の
区
域
に
部
屋
単
位
で
区
分
す
る
こ

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
八
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

二
〇
七

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
五
年

三
月
二
十
一
日

第
二
千
三
百
八
号

木　曜　日



と
な
ど
、
学
校
給
食
に
お
け
る
衛
生
管
理
の
徹
底
が
図
ら
れ
て
き
て
い
る
。

こ
う
し
た
中
、
起
業
者
が
運
営
し
て
い
る
調
理
場
は
、
建
設
後
二
十
五
年
か
ら
四
十
年
が
経

過
し
て
お
り
、
調
理
場
内
に
お
け
る
汚
染
作
業
区
域
と
非
汚
染
作
業
区
域
の
区
分
が
さ
れ
て
い

な
い
な
ど
学
校
給
食
衛
生
管
理
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。
ま
た
、
施
設
の
老
朽

化
や
耐
震
化
さ
れ
て
い
な
い
施
設
が
あ
る
な
ど
安
全
で
安
心
な
学
校
給
食
を
実
施
し
て
い
く
上

で
非
常
に
多
く
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
起
業
者
は
、
本
件
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
、
現
在
運
営
し
て
い
る
五
箇
所

の
共
同
調
理
場
及
び
五
校
の
単
独
調
理
場
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
児
童
・
生
徒
数
の
減
少
を
見

据
え
な
が
ら
計
画
的
に
統
合
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
件
事
業
が
完
成
す
る
と
学
校
給
食
衛
生
管
理
基
準
に
基
づ
き
衛
生
的
で
安
全
な
学
校
給
食

の
実
施
が
で
き
、児
童
及
び
生
徒
の
心
身
の
健
全
な
発
達
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
相
当
程
度
存
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

（二）

申
請
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
周
辺
環
境
に
与
え
る
影
響
は
、
工
事
中
の
騒
音
、
振
動
等
が
考
え

ら
れ
る
が
、
起
業
者
は
、
工
事
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
低
騒
音
型
重
機
の
使
用
や
必
要
な
防
護

柵
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、周
辺
住
民
と
協
議
を
行
い
安
全
管
理
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
で
あ
る
起
業
地
の
事
業
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
甲
州
市
教
育

委
員
会
と
協
議
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
記
録
保
存
等
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
し
て

い
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
。

（三）

代
替
案
と
の
比
較

本
件
事
業
の
施
行
位
置
に
つ
い
て
は
、
立
地
の
利
便
性
の
ほ
か
、
社
会
的
、
技
術
的
及
び
経

済
的
な
要
件
を
考
慮
し
選
定
さ
れ
た
四
案
に
つ
い
て
比
較
検
討
し
た
結
果
、
本
件
事
業
の
起
業

地
が
、
こ
れ
ら
の
要
件
を
満
た
す
最
も
適
当
な
も
の
と
し
て
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
。

（四）

比
較
衡
量

（一）
で
述
べ
た
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
（二）
で
述
べ
た
失
わ
れ
る
利
益
を
比
較
衡
量
し
た
結

果
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め

ら
れ
る
と
と
も
に
、
（三）
で
述
べ
た
と
お
り
、
本
件
事
業
の
起
業
地
は
、
代
替
案
と
比
較
し
て
最

も
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
と
認
め

ら
れ
る
の
で
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

４
　
法
第
二
十
条
第
四
号
要
件

（一）

申
請
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性

現
在
運
営
さ
れ
て
い
る
調
理
場
は
、
建
設
後
二
十
五
年
か
ら
四
十
年
が
経
過
し
、
施
設
の
老

朽
化
及
び
耐
震
化
へ
の
対
応
が
必
要
な
状
況
と
な
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
調
理
場
内
に
お
け
る

汚
染
作
業
区
域
と
非
汚
染
作
業
区
域
の
区
分
が
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
衛
生
管
理
上
の
問
題
も

あ
り
、
安
全
で
安
心
な
学
校
給
食
の
実
施
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
生
じ
て
い
る
。

以
上
の
状
況
か
ら
早
期
に
本
件
事
業
を
施
行
す
る
必
要
性
は
高
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

（二）

起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性

本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
建
物
に
つ
い
て
は
、
起
業
地
に
お
い
て
調
理
す
る
必

要
の
あ
る
学
校
給
食
数
を
児
童
・
生
徒
数
の
推
移
や
教
職
員
数
等
を
基
に
算
出
し
、
当
該
給
食

数
を
調
理
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
規
模
を
決
定
し
て
い
る
。
駐
車
場
等
に
つ
い
て
は
、
施
設

を
運
営
し
て
い
く
上
で
必
要
と
な
る
面
積
に
と
ど
め
て
お
り
、
い
ず
れ
も
必
要
な
範
囲
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
起
業
地
の
範
囲
に
お
い
て
、
一
時
的
な
利
用
に
供
さ
れ
る
も
の
は
存
在
せ
ず
、
使
用

に
は
な
じ
ま
な
い
た
め
、
収
用
と
す
る
こ
と
は
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

（三）

収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
性

以
上
に
よ
り
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の

で
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

５
　
結
論

１
か
ら
４
ま
で
の
と
お
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
す
べ
て
充
足
す
る
と
　

判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

よ
っ
て
、
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

五
　
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

甲
州
市
教
育
委
員
会
教
育
総
務
課

山
梨
県
告
示
第
百
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
四
月
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
塩
山
勝
沼
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
八
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

二
〇
八



甲
州
市
塩
山
上
於
曽
字
仲
沢
三
一
三
番
の
三
地
先

旧

一
九
・
〇
〜

一
八
・
三

か
ら

二
六
・
三

甲
州
市
塩
山
上
於
曽
字
仲
沢
三
一
一
番
の
七
地
先

ま
で

一
三
・
二
〜

二
一
・
二

甲
州
市
塩
山
上
於
曽
字
仲
沢
官
有
無
番
地
先
か
ら

二
二
・
一

甲
州
市
塩
山
上
於
曽
字
仲
沢
三
六
〇
番
地
先
ま
で

新

一
九
・
〇
〜

一
八
・
三

二
一
・
四

一
三
・
二
〜

二
一
・
二

一
六
・
七

山
梨
県
告
示
第
百
二
号

次
の
と
お
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
四

十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
を
山
梨
県
県
土
整
備
部
治
水
課
及
び
中
北
建
設

事
務
所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
河
川
の
名
称
　
富
士
川
水
系
　
滝
沢
川

二
　
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
五
年
　
　
月
　
　
　
日

三
　
廃
川
敷
地
等
の
位
置
　
南
ア
ル
プ
ス
市
十
日
市
場
字
河
原
添
八
九
七
番
一
地
先

四
　
廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量
　
一
千
八
百
七
十
一
・
三
六
平
方
メ
ー
ト
ル

山
梨
県
告
示
第
百
三
号

一
級
河
川
滝
沢
川
に
係
る
河
川
区
域
の
指
定
（
昭
和
四
十
八
年
山
梨
県
告
示
第
百
五
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

第
十
二
号
図
に
係
る
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

（
「
次
の
よ
う
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
面
を
山
梨
県
県
土
整
備
部
治
水
課
及
び
中
北
建
設
事

務
所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
百
四
号

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
し
た
山
梨
県
収
入
証
紙
指
定
売
り
さ
ば
き
人
の
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
場
所
に
つ
い
て
、
次
の

と
お
り
変
更
す
る
こ
と
を
認
め
た
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

売
り
さ
ば
き
場
所

住
　
　
所

氏
　
　
名

変
更
年
月
日

変
更
前

変
更
後

山
梨
市
北
二
百
六

山
梨
市
北
二
百
六

山
梨
市
北
二
百
六

財
団
法
人
山
梨
平
成
二
十
五
年

十
一
番
地
（
日
下

十
一
番
地
（
日
下

十
一
番
地

県
交
通
安
全
協
四
月
一
日

部
警
察
署
内
）

部
警
察
署
内
）

会
日
下
部
支
所

甲
州
市
塩
山
熊
野

支
所
長
　
奥

百
五
番
地
（
日
下

山
嘉
雄

部
警
察
署
塩
山
分

庁
舎
内
）

公
　
　
　
告

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
五
年
三
月
十
二
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
昭
和
ゆ
ら
ぎ
の
会

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
相
澤
文
江

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
中
巨
摩
郡
昭
和
町

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
よ
り
一
層
進
展
す
る
高
齢
化
社
会
の
中
で
、
高
齢
者
を
中
心
と
し
た
地
域
住
民

に
対
し
、
居
宅
介
護
支
援
、
及
び
通
所
介
護
の
場
を
提
供
し
て
、
介
護
・
支
援
サ
ー
ビ
ス
に
関
す

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
八
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

二
〇
九



る
事
業
を
行
い
、
一
人
ひ
と
り
が
安
心
・
安
全
な
環
境
の
中
で
心
豊
か
に
生
き
が
い
を
持
っ
て
生

活
で
き
る
よ
う
な
地
域
社
会
を
創
造
し
、
社
会
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
五
年
三
月
十
四
日
か
ら
同
年
五
月
十
三
日
ま
で

'

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定

に
よ
り
、
通
知
の
内
容
を
道
志
村
役
場
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

南
都
留
郡
道
志
村
字
細
野
丙
五
一
四
三
（
次
の
図
に
示
す
部
山
口
和

分
に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
細
野
五
一
八
五
（
次
の
図
に
示
す
部
分
佐
藤
道
三

に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
細
野
五
一
八
六
（
次
の
図
に
示
す
部
分
大
田
昌
美

に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
岩
瀬
沢
丙
六
九
五
二
（
次
の
図
に
示
す
菅
谷
健
治

部
分
に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
岩
瀬
沢
六
九
五
二
（
次
の
図
に
示
す
部
菅
谷
●
胤

部
分
に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
岩
瀬
沢
乙
六
九
五
六
（
次
の
図
に
示
す
杉
本
ま
須
の

部
分
に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
大
指
乙
八
四
六
〇
の
二
六

斎
藤
光
豊

南
都
留
郡
道
志
村
字
矢
崎
一
〇
三
八
五

澤
津
勉
、
水
越
彦
治

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法
　
　

１
　
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

道
志
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

四
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
四
日
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
五
十
六
号

'

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定

に
よ
り
、
通
知
の
内
容
を
道
志
村
役
場
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

南
都
留
郡
道
志
村
字
上
中
山
九
八
四
二
（
次
の
図
に
示
す
部
渡
辺
金
七

分
に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
板
橋
沢
九
八
七
五
の
内
一

渡
辺
●
な

南
都
留
郡
道
志
村
字
善
之
木
一
〇
三
八
八
の
二

杉
本
三
作

南
都
留
郡
道
志
村
字
善
之
木
一
〇
四
四
九
（
次
の
図
に
示
す
水
越
彦
治

部
分
に
限
る
。）

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
八
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

二
一
〇



南
都
留
郡
道
志
村
字
川
村
一
一
〇
五
〇
の
二

佐
藤
吉
五
郎

南
都
留
郡
道
志
村
字
白
井
平
一
二
〇
七
二
の
内
一
（
次
の
図
水
越
徳
次
郎

に
示
す
部
分
に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
白
井
平
一
二
一
五
一
（
次
の
図
に
示
す
池
谷
太
郎
左
ヱ
門

部
分
に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
白
井
平
一
二
一
五
四
の
二
（
次
の
図
に
池
谷
●
一
郎

示
す
部
分
に
限
る
。）

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法
　
　

１
　
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

道
志
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

四
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
四
日
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
二
十
号

'

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定

に
よ
り
、
通
知
の
内
容
を
道
志
村
役
場
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

南
都
留
郡
道
志
村
字
川
原
畑
乙
八
二
八
一
、
字
大
指
八
四
六
佐
藤
利
彦

〇
の
丙
六
一

南
都
留
郡
道
志
村
字
川
原
畑
八
三
一
〇
の
内
の
甲
、
字
大
指
佐
藤
呉
三
郎

八
四
六
〇
の
一
九
、
八
四
六
〇
の
四
五
の
甲
、
乙
八
四
六
〇

の
二
七

南
都
留
郡
道
志
村
字
川
原
畑
八
三
一
〇
の
内
八

佐
藤
小
右
衛
門

南
都
留
郡
道
志
村
字
大
指
八
四
六
〇
の
丙
七
六
の
甲

水
越
勇
右
衛
門

南
都
留
郡
道
志
村
字
大
指
八
四
六
〇
の
丙
七
一
の
甲

佐
藤
臺
次
郎

南
都
留
郡
道
志
村
字
大
指
八
四
六
〇
の
丙
六
〇

佐
藤
伊
義

南
都
留
郡
道
志
村
字
大
指
乙
八
四
六
〇
の
甲
二
一

佐
藤
与
茂
作

南
都
留
郡
道
志
村
字
大
指
八
四
六
〇
の
乙
一
一
九

佐
藤
由
太
郎

南
都
留
郡
道
志
村
字
大
指
乙
八
四
六
〇
の
一
二
〇

佐
藤
金
次
郎

南
都
留
郡
道
志
村
字
三
ヶ
瀬
一
〇
〇
五
二
の
五
内
一

池
谷
茂
三
郎

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法
　
　

１
　
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び
道
志
村
役
場
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
八
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

二
一
一



四
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
四
日
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
十
八
号

'

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定

に
よ
り
、
通
知
の
内
容
を
道
志
村
役
場
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

南
都
留
郡
道
志
村
字
宮
の
沢
五
三
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
佐
藤
信
吉

に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
子
ツ
沢
五
六
六
・
五
九
五
（
以
上
二
筆
佐
藤
市
太
郎

に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
子
ツ
沢
五
八
五
（
次
の
図
に
示
す
部
分
井
沢
鉄
五
郎

に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
子
ツ
沢
五
八
六
（
次
の
図
に
示
す
部
分
佐
藤
桃
太
郎

に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
子
ツ
沢
五
八
九

佐
藤
博
通
、
佐
藤
カ
ク
エ

南
都
留
郡
道
志
村
字
中
丸
沢
一
八
四
八

佐
藤
美
徳

南
都
留
郡
道
志
村
字
小
椿
三
九
〇
六
（
次
の
図
に
示
す
部
分
佐
藤
忠
太

に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
椿
後
四
四
〇
〇
の
一
（
次
の
図
に
示
す
大
房
三
治
郎

部
分
に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
椿
後
戌
四
四
六
四
（
次
の
図
に
示
す
部
大
房
源
泰

分
に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
峯
四
四
六
五
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
佐
藤
●
夫

分
に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
西
向
一
二
六
〇
六
の
二
、
一
二
六
〇
六
天
野
●
長
、
池
谷
竹
松

の
九

南
都
留
郡
道
志
村
字
今
野
二
五
八
五
の
一
一
（
次
の
図
に
示
金
子
●
一
郎
、
佐
藤
佐
太
郎
、
佐

す
部
分
に
限
る
。）

藤
●
、
佐
藤
徳
丸
、
半
田
善
兵
衛

、
半
田
兼
平
、
山
口
秀
太
郎
、
山

口
藤
太
郎
、
山
口
爲
之
甫

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法
　
　

１
　
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

道
志
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

四
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
四
日
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
十
二
号

'

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定

に
よ
り
、
通
知
の
内
容
を
道
志
村
役
場
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
八
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

二
一
二



指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

南
都
留
郡
道
志
村
字
室
久
保
乙
七
四
九
四
（
次
の
図
に
示
す
山
口
則
義

部
分
に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
室
久
保
七
四
九
八
（
次
の
図
に
示
す
部
山
口
貞
徳

分
に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
神
地
向
九
二
五
一
の
一
（
次
の
図
に
示
山
口
六
郎
左
エ
門

す
部
分
に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
神
地
向
九
二
五
一
の
二

山
口
大
法

南
都
留
郡
道
志
村
字
神
地
向
乙
九
二
六
二
（
次
の
図
に
示
す
松
屋
合
資
会
社

部
分
に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
神
地
向
九
二
六
五
の
四
（
次
の
図
に
示
山
口
兼
吉

す
部
分
に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
神
地
向
九
二
六
五
の
内
一
一
の
一
（
次
山
口
彦
善

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
道
坂
九
五
〇
七
の
一
〇
（
次
の
図
に
示
山
口
三
之
甫

す
部
分
に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
道
坂
九
五
〇
七
の
一
九
・
九
五
〇
七
の
山
口
せ
い

二
〇
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
道
坂
九
五
一
三
、
乙
九
五
一
三

山
口
源
之
甫

南
都
留
郡
道
志
村
字
向
原
九
六
九
五
（
次
の
図
に
示
す
部
分
佐
藤
由
松

に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
向
原
九
六
九
五
の
内
一
二
（
次
の
図
に
水
越
佐
忠

示
す
部
分
に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
向
原
九
六
九
六
の
二
（
次
の
図
に
示
す
渡
辺
権
五

部
分
に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
川
原
畑
八
一
九
六
・
八
一
九
七
（
以
上
佐
藤
源
重

二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
大
指
八
四
六
〇
の
内
九
（
次
の
図
に
示
杉
本
也
太
郎

す
部
分
に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
大
指
八
四
六
〇
の
内
一
〇
（
次
の
図
に
佐
藤
与
茂
作

示
す
部
分
に
限
る
。）

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法
　
　

１
　
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

道
志
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

四
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
四
日
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
十
号

'

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定

に
よ
り
、
通
知
の
内
容
を
道
志
村
役
場
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
八
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

二
一
三



南
都
留
郡
道
志
村
字
水
ノ
元
一
〇
〇
七
九
の
一
（
次
の
図
に
杉
本
幸
吉

示
す
部
分
に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
水
ノ
元
丁
一
〇
一
六
七
（
次
の
図
に
示
池
谷
久
五
郎

す
部
分
に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
善
之
木
乙
一
〇
七
四
〇
の
二
（
次
の
図
池
谷
傅
吉

に
示
す
部
分
に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
善
之
木
一
〇
七
八
〇
（
次
の
図
に
示
す
佐
藤
鉄
藏

部
分
に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
板
橋
一
一
一
七
三
の
二
・
一
一
一
七
四
長
田
清
七

（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
板
橋
一
一
一
八
二
（
次
の
図
に
示
す
部
加
藤
一
貞

分
に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
沢
上
り
乙
一
一
三
五
六
（
次
の
図
に
示
長
田
関
太
郎

す
部
分
に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
沢
上
り
乙
一
一
三
六
一
（
次
の
図
に
示
長
田
大
治
郎

す
部
分
に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
沢
上
り
乙
一
一
三
六
三
（
次
の
図
に
示
長
田
基
六

す
部
分
に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
沢
上
り
一
一
三
六
九
・
乙
一
一
三
五
九
長
田
畄
吉

（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
沢
上
り
一
一
三
七
一
（
次
の
図
に
示
す
松
屋
合
資
会
社

部
分
に
限
る
。）

南
都
留
郡
道
志
村
字
堰
口
乙
一
一
五
四
一
・
字
沢
上
り
一
一
長
田
隆
作

三
六
四
・
一
一
三
六
四
の
内
一
（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法
　
　

１
　
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

道
志
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

四
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
四
日
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
六
十
号

'

指
定
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所

在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
通
知
の
内
容
を
北
杜
市
役
所
に
掲
示
し

た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

北
杜
市
須
玉
町
比
志
字
反
保
七
七
四
、
七
七
六
、
七
七
七

丸
茂
富
太
郎

二
　
指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法
　
　

１
　
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
八
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

二
一
四



３
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び
北
杜
市
役
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。）

四
　
指
定
予
定
保
安
林
の
告
示

平
成
二
十
五
年
三
月
十
一
日
山
梨
県
告
示
第
七
十
五
号

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
小
　
　
俣
　
　
二
　
　
也

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
犯
罪
被
害
者
支
援

別
表
第
十
二
警
察
部
局
の
部
警
察
本
部
の
項
中
「
犯
罪
被
害
者
支
援
室
長
」
を

給
　
与
　
企
　
画

室
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
生
活
安
全
対
策
室
長

に
改
め
、
「
生
活
安
全
対
策
室
長
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

官
」

航

空

整

備

官
」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
小
　
　
俣
　
　
二
　
　
也

山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
生
活
安
全
捜
査
室
長

別
表
第
七
本
部
の
項
中
　
地

域

指

導

室

長
　
を
「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策
室
長
」
に
、
「
検

サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策
室
長
」

「
生
活
安
全
捜
査
指
導
官

視
官
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

検
　
　
　
視
　
　
　
官
」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
櫻
　
　
井
　
　
　
　
　
洋

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
五
第
二
項
中
「
第
八
条
の
三
第
六
号
」
を
「
第
八
条
の
四
第
六
号
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
二
第
二
項
中
「
前
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
八
号
」
を
「
前
条
第
一
号
か
ら
第
四

号
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
三
第
二
項
中
「
お
い
て
は
」
の
次
に
「
、
第
十
条
第
五
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の

ほ
か
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
の
二
を
削
り
、
第
十
一
条
の
三
を
第
十
一
条
の
二
と
し
、
第
十
一
条
の
四
か
ら
第
十
一
条

の
七
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
十
一
条
の
八
を
削
る
。

第
十
一
条
の
九
第
二
項
中
「
第
十
一
条
の
七
第
四
号
」
を
「
前
条
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十

一
条
の
七
と
し
、
第
十
一
条
の
十
を
第
十
一
条
の
八
と
す
る
。

第
十
三
条
の
六
第
二
項
中
「
前
条
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
」
を
「
前
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で

及
び
第
七
号
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
五
の
見
出
し
を
「（
交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
）」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
、
地
域
指
導
室
」
及
び
「
、
生
活
安
全
捜

査
室
」
を
削
る
。

「

「

表
彰
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
八
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

二
一
五



表
彰
　
　
　
　
　
　
庶
務

別
表
第
一
監
察
の
部
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

表
彰

」

監
察
企
画

庶
務
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

子
ど
も
と
女
性
の
　
対
策
第
一
　

表
彰
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
生
活
安
全
企
画
の
部
中
　
　
安
全
を
守
る
対
策

対
策
第
二

監
察
企
画

」

「

子
ど
も
と
女
性
の
　
対
策
第
一

安
全
を
守
る
対
策

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
対
策
第
二
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
地
域
の
部
を
次
の
よ

」

ス
ト
ー
カ
ー
・
Ｄ
　
ス
ト
ー
カ
ー
・
Ｄ

Ｖ
対
策
　
　
　
　
　
Ｖ
対
策

」

う
に
改
め
る
。

地
域
　
　
　
運
用
　
　
　
　
　
　
庶
務
・
運
用

救
助
　
　
　
　
　
　
救
助

企
画
・
指
導
第
一
　
企
画
・
指
導
第
一

企
画
・
指
導
第
二
　
企
画
・
指
導
第
二

職
務
質
問
指
導

鉄
道
警
察

隊
長
補
佐
　
　
　
　
小
隊

隊

航
空
隊
　

管
理
飛
行
　
　
　
　
管
理
飛
行
班

整
備
　
　
　
　
　
　
整
備
班

別
表
第
一
生
活
環
境
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

生
活
環
境
　
企
画
・
指
導
　
　
　
庶
務

企
画
・
指
導

風
俗
・
銃
砲
保
安
　
風
俗
営
業

銃
砲
行
政
・
保
安

生
活
安
全
捜
査
　
　
生
活
安
全
捜
査
第

一生
活
安
全
捜
査
第

二生
活
安
全
捜
査
第

三

サ
イ
バ
ー

サ
イ
バ
ー
犯
罪
　
　
サ
イ
バ
ー
犯
罪
対

犯
罪
対
策
　
　
　
　
　
　
　
　
　
策

室

サ
イ
バ
ー
犯
罪
捜

査
第
一

サ
イ
バ
ー
犯
罪
捜

査
第
二

「

「

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
八
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

二
一
六



庶
務
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
企
画
・
指
導

別
表
第
一
通
信
指
令
の
部
中
　
　
企
画
・
指
導
　
　
　
企
画
・
指
導
　
　
　
　
を

通
信
運
用

」

庶
務

企
画
・
指
導
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
組
織
犯
罪
対
策
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

通
信
運
用

」

組
織
犯
罪
対

庶
務
　
　
　
　
　
　
庶
務

策

企
画
・
暴
排
　
　
　
企
画
・
指
導

暴
力
団
排
除

情
報
指
定
・
分
析
　
情
報
指
定

情
報
分
析

組
織
犯
罪
　
組
織
犯
罪
捜
査
第
　
組
織
犯
罪
捜
査
第

捜
査
室
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
一組

織
犯
罪
捜
査
第

二組
織
犯
罪
捜
査
第

三

組
織
犯
罪
捜
査
第
　
組
織
犯
罪
捜
査
第

二
　
　
　
　
　
　
　
四組

織
犯
罪
捜
査
第

五組
織
犯
罪
捜
査
第

六

組
織
犯
罪
捜
査
第
　
組
織
犯
罪
捜
査
第

三
　
　
　
　
　
　
　
七組

織
犯
罪
捜
査
第

八組
織
犯
罪
捜
査
第

九通
訳

「

化
学
第
一
　
　
　
　
化
学
第
一

「

化
学
第
二
　
　
　
　
化
学
第
二
　
　
　
　
　
　
　
　
化
学

別
表
第
一
科
学
捜
査
研
究
所
の
部
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

物
理
　
　
　
　
　
　
物
理
第
一
　
　
　
　
　
　
　
　
物
理

物
理
第
二

」

化
学

に
改
め
る
。

物
理

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
八
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

二
一
七



」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号

山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
櫻
　
　
井
　
　
　
　
　
洋

山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
の
十
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
運
転
免
許
証
等
の
再
交
付
申
請
の
特
例
）

第
十
七
条
の
十
一
　
運
転
免
許
証
及
び
運
転
経
歴
証
明
書
の
再
交
付
の
申
請
は
、
大
規
模
災
害
時
等

の
場
合
に
は
第
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
住
所
地
を
管
轄
す
る
署
長
以
外
の
署
長
を
経
由
し
て
　

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
一
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
八
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

二
一
八



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
八
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

二
一
九

別表第１の２（第１５条関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
八
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

二
二
〇



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
八
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

二
二
一



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
八
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

二
二
二



別
記
様
式
第
十
四
の
五
中
「
外
国
人
登
録
証
明
書
」
を
「
在
留
カ
ー
ド
等
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
八
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

二
二
三



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
八
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

二
二
四


